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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

 （注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。 

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。 

回次 第38期中 第39期中 第40期中 第38期 第39期 

会計期間 

自平成15年 
10月１日 

至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
10月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
10月１日 
至平成18年 
３月31日 

自平成15年 
10月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成16年 
10月１日 
至平成17年 
９月30日 

売上高（千円） 3,021,984 3,046,933 3,389,353 4,583,678 4,592,977 

経常利益（千円） 558,835 506,800 768,527 326,021 260,848 

中間（当期）純利益（千円） 325,698 294,171 443,833 145,840 140,650 

持分法を適用した場合の投資利益

（千円） 
－ － － － － 

資本金（千円） 396,200 396,200 396,200 396,200 396,200 

発行済株式総数（株） 3,920,000 3,920,000 3,920,000 3,920,000 3,920,000 

純資産額（千円） 2,839,828 2,893,394 3,120,664 2,639,928 2,719,518 

総資産額（千円） 4,565,819 4,579,733 5,012,996 3,891,433 3,842,600 

１株当たり純資産額（円） 729.81 743.57 801.98 672.47 692.83 

１株当たり中間（当期）純利益

（円） 
83.70 75.60 114.06 31.52 30.08 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益（円） 
－ － － － － 

１株当たり中間（年間）配当額

（円） 
5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 

自己資本比率（％） 62.2 63.2 62.3 67.8 70.8 

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー（千円） 
△381,908 △370,229 54,044 269,046 △31,359 

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー（千円） 
△133,259 △124,483 △103,151 △205,792 △153,647 

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー（千円） 
165,081 180,569 180,684 △54,359 △38,863 

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高（千円） 
526,023 570,861 792,711 885,004 661,133 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者数]（人） 

395 

(74)

422 

(48)

432 

(51)

432 

(66)

434 

(46)



２【事業の内容】 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び親会社（応用地質㈱）で構成されております。また、当社

と取引のある関連当事者としては、応用地質㈱の子会社９社があります。 

 当中間会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）及び関連当事者が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。また、主要な関係会社及び関連当事者における異動もありません。  

３【関係会社の状況】 

 当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1)提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は当中間会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年３月31日現在

従業員数（人） 432 (51) 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1)業績 

 わが国の経済は、依然として財政難等の大きな問題を抱えているものの、かつての金融不安が遠のいたこと、鉄鋼

や自動車産業などの好調および各企業の経営体質改善による収益性向上等に支えられ、全体としては回復～拡大基調

にあると伝えられています。一方、小泉内閣の進める強引とも思える行政改革の歪、石油・石炭および鉄鉱石に代表

される原材料の高騰、急速な金利上昇気運、そして国外的には、北朝鮮やイランでの核開発疑惑、中国・韓国で燻ぶ

っている反日運動等は、立ち直りかけた日本経済の将来に不安を感じさせる要因となっています。 

  このような社会情勢の中、当社をとりまく業界は、政府の環境整備に対する積極的な施策という追い風はあるもの

の、国・自治体の財政難、企業間での一段と激しい価格競争など厳しい営業環境にあると云わざるを得ません。これ

に対し、当社は、前期の大阪での独禁法違反問題を機に、官需依存から民需拡大にシフトすると云った抜本的な経営

改革を図るとともに、品質・コスト競争力の向上に努めて参りました。 

 以上のような背景の下、当中間会計期間の営業実績は、受注高２５億４千６百万円（前年同期比 23.8％増）、売

上高３３億８千９百万円（同 11.2％増）といった結果となりました。 

 受注につきましては、従来型の環境関連市場が依然として厳しい価格競争や規模縮小傾向にあるものの、昨年のク

ボタ尼崎工場での大規模なアスベスト被害を契機に誕生したアスベスト関連市場に対しては、これまでの実績を活か

し、いち早く取組み、大きな成果（当中間会計期間で約８億円）を上げる事が出来ました。また、新エネルギーの代

表の一つである民間風力発電事業に係る環境アセスメントといった新たな分野も成長（当中間会計期間で約４億円）

し、前年同期を上回る受注実績となりました。 

 業種別では、アスベスト対策工事を中心とした建築物管理部門が最も伸びた（前年同期比 281.2％増）ほか、計量

部門（同 21.4%増）及び調査部門（同 4.5%増）とも前年同期を上回る結果となりました。 

  発注機関別では、公共事業縮減の影響および営業方針を官需から民需へと抜本的にシフトしたことにより、官公庁

（前年同期比 4.5％減）、自治体（同 10.7％減）が共に減少したものの、民間（同 52％増）については大きく伸ば

す事が出来ました。この結果、民間の受注に占める割合も、前年同期52.8％から、当中間会計期間が64.9％へと大き

く変化しました。 

 売上につきましては、前事業年度からの繰越が若干少ないことに加え、大型の調査業務完成が下期にずれ込んだも

のの、納期の比較的短い計量や建築物管理業務が大きく伸びたことで補い、前年同期を上回る（前年同期比 11.2％

増）実績となりました。 

 収益面では、依然として受注価格低廉化の傾向にあったものの、あらゆる面での経費節減や業務の効率化を図った

結果、原価率を改善（前年同期比 5.3％）することが出来ました。 

 その結果、営業利益および最終的な税引き後の純利益については、下記のようにいずれも前年同期を上回る実績と

することが出来ました。 

    売上原価        １９億３千８百万円   原価率   57.2％（前年同期比  5.3％改善） 

   販売費及び一般管理費  ６億８千３百万円     売上比率 20.2％（    同      0.7％改善） 

   営業利益              ７億６千７百万円     （  同   51.8％増） 

   経常利益          ７億６千８百万円     （  同     51.6％増） 

   税引前中間純利益     ７億７千万円      （  同     56.3％増） 

   中間純利益        ４億４千３百万円    （  同     50.9％増） 

  当中間会計期間の事業部門別の営業概況は次のとおりであります。 

 調査部門におきましては、受注高１１億６千４百万円（前年同期比 4.5％増）、売上高１７億４千万円（同 3.7％

減）、受注残高１０億３千２百万円（同 38.0％増）となりました。 

 受注については、公共事業関連の道路や河川開発に係る環境調査は減少したものの、民間風力発電事業に係る環境

アセスメントやアスベストを対象とした生活環境関連業務が大きく伸びました。また、新たに導入したエコプローブ

５を用いた油分土壌汚染調査も受注増に貢献しました。 

 売上については、前事業年度からの繰越が若干少なかったこと、民間風力発電関連業務の完成が下期計上であるこ

とから、前年同期を若干下回る実績となりました。  

  これらの結果、前年同期を38％上回る受注残となりましたが、主な内訳は、大型環境アセスメントや民間風力発電

関連業務であり、下期の利益確保に貢献すると見込まれます。 

 計量部門におきましては、受注高１０億３千３百万円（前年同期比 21.4％増）、売上高１３億６千７百万円

（同 20.2％増）、受注残高１億６千４百万円（同 40.1％減）となりました。 

 受注については、従来型の生活関連やダイオキシン類が市場規模縮小および低廉化の影響を受けて若干減少したも



のの、アスベスト関連業務が新規部門として加わり、計量全体としては前年同期を上回る結果となりました。 

 売上については、これまでの先行的な設備計画が功を奏し、特にアスベスト関係ではその効果が顕著に現れ、前年

同期実績を上回る結果となりました。 

 建築物管理部門におきましては、受注高３億４千９百万円（前年同期比 281.2％増）、売上高２億８千１百万円

（同 175.0％増）、受注残高１億３千８百万円（同 142.4％増）となり、受注、売上ともに前年同期を大きく上回る

実績となりました。 

  当部門は、ここ数年、減少傾向にありましたが、アスベスト問題を契機に、これまでの実績を生かし積極的に営業

展開した結果、アスベスト除去工事を飛躍的に伸ばすことが出来ました。また、今年３月、わが国で唯一の公的認定

機関である財団法人日本建築センターより、当社の「ＮＳクリーンシステム工法」が、安全なアスベスト除去工法と

して正式に認証されたことから、今後、この優位性を生かし、さらに大きく発展させるとともに社会に貢献していく

所存です。  

(2)キャッシュ・フロー 

 当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下 「資金」 という）の残高は、前事業年度末に比べ１億３千

１百万円増加し７億９千２百万円となりました。 

  なお、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

  営業活動による資金の増加は、５千４百万円（前年同期は３億７千万円の資金減）となりました。 

  この主な要因は、税引前中間純利益が７億７千万円（前年同期比２億７千７百万円増）あったこと及び未成調査受

入金の増加額１億１千２百万円等によるものであります。 

（投資活動におけるキャッシュ・フロー） 

  投資活動に用いた資金は、１億３百万円（同２千１百万円減）となりました。 

  この主な内訳は、山形営業所の社屋建設用地の取得費用４千８百万円および既設分析・測定機器の定期更新に対す

る投資等であります。 

（財務活動におけるキャッシュ・フロー） 

  財務活動により得られた資金は、１億８千万円となりました。 

  この内訳は、主に定常的な取引として短期借入金の純増額２億円および利益処分による配当金支払額１千９百万円

によるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間会計期間の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 当中間会計期間の受注状況を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．販売実績に占める中央官庁・公共企業体・地方自治体向けの合計額は、1,790,477千円（52.8％）でありま

す。 

(4)主要顧客別販売状況 

最近２中間会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであり

ます。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業部門別 金額（千円） 前年同期比（％） 

調査 1,740,743 96.3 

計量 1,367,318 120.2 

建築物管理 281,291 275.0 

合計 3,389,353 111.2 

事業部門別 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

調査 1,164,394 104.5 1,032,060 138.0 

計量 1,033,312 121.4 164,706 59.9 

建築物管理 349,062 381.2 138,025 242.4 

合計 2,546,769 123.8 1,334,793 123.6 

事業部門別 金額（千円） 前年同期比（％） 

調査 1,740,743 96.3 

計量 1,367,318 120.2 

建築物管理 281,291 275.0 

合計 3,389,353 111.2 

相手先 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

国土交通省 586,817 19.3 528,859 15.6 



３【対処すべき課題】 

(1) 品質管理システムの有効活用と生産性の向上 

  当社は、良質な環境技術で社会に貢献することを基本としています。そのため、単に価格競争力だけでなく、最

新技術の導入、高度な品質管理システムの構築および独自の技術開発に努める必要があります。この一環として、

平成13年より、ISO9000s、ISO14000sの認証に向けて活動を開始し、現時点では全社型の認証を取得しました。こ

れらの認証審査にあたっては、いずれの事業所もスムーズに認証され、当社の品質・環境管理水準の高さを立証す

ることが出来ました。今後は、これらのISO認証を有効活用し、品質ならびに顧客満足度を向上させるとともに、

本来の目的である経営体質、収益性の向上にも役立てる計画です。また、計量法改正に伴い、ダイオキシン類分析

に関しては、厳格な審査による特定計量証明事業所認定（通称MLAP）が必要となりましたが、これに対してもスム

ーズに認定・登録することが出来ました。 

  その他、アスベスト除去工事に関しては、今年３月、当社の「ＮＳクリーンシステム工法」が、わが国で唯一の

公的認証機関である財団法人日本建築センターから、安全な除去工法として認定されました。今後は、この認定工

法の優位性を生かし、事業拡大を図るとともに、安全と健康の面で社会に貢献していく所存です。 

  生産性向上に向けての設備投資については、ここ数年間で、関西技術センターの開設、仙台・青森・秋田支店で

の設備刷新、東京技術センターの拡充、さらには盛岡支店の新築移転など計画的に進めて参りました。また、新た

な市場として誕生したアスベスト関連では、新法対応の最新式の分析設備だけでなく対策工事用の機材もいち早く

導入しました。これらのアスベスト関連の設備や機材は、当中間会計期間においても、計量・対策工事の分野で大

きな成果を挙げる事が出来ました。その他、土壌汚染関連では、前期に導入したエコプローブ５に加え、超高感度

のオイルセンサーを導入しましたが、これらは何れも、当中間会計期間の生産性向上に寄与したと云えます。 

  次に、今期の主な生産性向上に対する計画としては、 

 1) 調査部門         ・市場拡大が見込まれるアスベスト関連の調査機器増強 

                      ・風力発電を中心とした新エネルギー分野への事業拡大 

                      ・水質浄化エンジニアリング技術の研究と事業化 

                      ・産業廃棄物関連業務の拡大 

 2) 計量部門      ・アスベスト関連分析機器の増強と生産ラインの拡充 

                      ・油汚染土壌分析機器の導入 

 3) 建築物管理部門   ・アスベスト除去工事に関し、安全な工法として認証された「ＮＳクリーンシステム 

                        工法」の普及と事業の拡大 

           ・光触媒技術に関する研究と事業化 

等を計画しております。 

(2) 利益体質の強化  

 環境関連の市場規模は、今後とも確実に拡大すると予測されています。しかし、社会のニーズは複雑かつ急速に

変化し、技術も日々進歩します。これらの状況に対し、如何に迅速かつ適切に対応出来るか否かに企業の存亡が懸

かっていると云っても過言ではありません。そのため、社会のニーズをいち早くキャッチし、速やかに対応できる

企業体質とするとともに、常に技術の研鑚に努める所存です。 

  今後、これまで以上に信頼される技術力・企業体質をベースに、顧客の立場に立った企画力のある営業を展開

し、より健全かつ効率的な経営体質とし、事業規模の拡大と利益体質強化に取り組みます。 

 (3) コンプライアンス活動の一層の推進 

  当社は、平成17年６月、大阪府土木部発注の環境計量業務に関し、公正取引委員会より、独占禁止法第３条違反

があったとして排除勧告を受け、これを応諾しました。当社では、事態を深刻に受け止め、社内体制を再点検し、

再発防止と信頼回復のため、一層のコンプライアンス活動の推進を図ってまいります。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 



５【研究開発活動】 

 当社は、自然環境、生活環境、地球温暖化対策を目的とした新・省エネルギーに関する調査、ダイオキシン類、水

質、土壌地下水汚染物質などの分析を行う計量、衛生管理を目的とした建築物管理業務を中核とした環境専門のコン

サルタントであり、クライアントが抱える問題を迅速かつ的確に解決するため常に新技術、最新機器の開発・導入を

行ってサービスの向上に努めております。 

 当中間会計期間の主な研究開発活動は次のとおりであります。 

１．河川水質浄化システムの開発 

 近年、河川水質浄化のニーズが高まっており、国土交通省では河川環境整備事業の一環として河川水質浄化事業

を推進しております。このニーズに対応するため、当社は土壌を使った水質浄化システムの研究開発を進めており

ます。 

  平成18年４月より、国土交通省中国地方整備局管内のダムに流れ込む汚水を浄化する浄化施設において、「焼成

造粒赤玉土（京都大学、大阪産業大学との共同開発品。特許申請中）」および当社独自開発の「ろ材混合クロボク

土（特許取得）」による実証試験業務を開始しました。今後はこれら実験データの解析を行い、更に工夫改善した

低コスト、高効率の水質浄化システムの開発を推進する計画です。 

２．大気環境シミュレーション（風速場、大気汚染予測、騒音予測）の開発 

 大気環境シミュレーションの開発では、これまでに大きな影響因子である風の影響を考慮した大気汚染の拡散予

測解析プログラムの開発を行いました。第40期には、確立した手法のない反射音の解析プログラム開発を行うとと

もに、より複雑な条件下における大気汚染予測プログラムの開発を行い、高度な要求に応えられるシミュレーショ

ンシステムとする計画です。 

３．油汚染に関わる新しい調査分析機器の導入と調査手法の開発 

 平成15年２月に「土壌汚染対策法（環境省）」が施行されて以来、土壌汚染に関する調査・対策市場が拡大して

きました。また近年では、油汚染に対する対策も大きな課題となっており、平成18年３月、環境省より「油汚染対

策ガイドライン」が策定されました。こうした要請に応えるべく、平成15年12月には、チェコ製のＧＰＳ搭載土壌

ガス測定器「エコプローブ５」、平成17年３月には、米国製オイルセンサー「PHA-100」、平成18年３月にドイツ

製溶存油分センサー「Flu-HC」および米国製の油分（TPH）分析装置「GC-FID」を導入しました。 

  これら一連の機器導入により、オンサイトでの簡易分析から、ガイドラインに準拠した分析法まで、一貫した調

査分析体制を確立し、新しい調査手法の開発を行っております。 

 なお、当中間会計期間における研究開発費の総額は、2,651千円であります。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

  当中間会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありませ

ん。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

 （注） 「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨定款に定めております。 

②【発行済株式】 

(2) 【新株予約権等の状況】 

  該当事項はありません。 

  

(3)【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 13,600,000 

計 13,600,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年３月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成18年６月16日） 

上場証券取引所名又は 

  登録証券業協会名 
内容 

普通株式 3,920,000 3,920,000 ジャスダック証券取引所 － 

計 3,920,000 3,920,000 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成17年10月1日～

平成18年３月31日 
－ 3,920,000 － 396,200 － 350,105 



(4)【大株主の状況】 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

                                          平成18年３月31日現在

  平成18年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（百株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

応用地質株式会社 東京都千代田区九段北４－２－６ 26,700 68.1 

エヌエス環境社員持株会 東京都港区西新橋３－24－９ 2,316 5.9 

アスカ株式会社 愛知県刈谷市一里山町東吹戸11 1,044 2.7 

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１－３－３ 850 2.2 

みずほキャピタル株式会社 東京都中央区日本橋兜町４－３ 800 2.0 

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内２－１－１ 700 1.8 

エヌエス環境株式会社 東京都港区西新橋３－24－９ 288 0.7 

白石 省三 東京都文京区 273 0.7 

朝日火災海上保険株式会社 東京都千代田区鍛冶町２－６－２ 200 0.5 

鈴木 茂 東京都港区 154 0.4 

計 － 33,325 85.0 

  平成18年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等）  普通株式     28,800  － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  3,891,200 38,912 － 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数 3,920,000 － － 

総株主の議決権 － 38,912 － 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

エヌエス環境株式会社 
東京都港区西新橋 

3-24-9 
28,800 － 28,800 0.7 

計 － 28,800 － 28,800 0.7 



２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高（円） 919 919 990 999 1,009 980 

最低（円） 862 860 880 880 850 890 



第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間会計期間（平成16年10月１日から平成17年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のただし書き

により、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成16年10月１日から平成17年３月31日まで）

及び当中間会計期間（平成17年10月１日から平成18年３月31日まで）の中間財務諸表について、中央青山監査法人によ

り中間監査を受けております。 

３．中間連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金  590,861   812,711   681,133   

２ 受取手形  22,766   71,666   43,835   

３ 調査等未収入金  1,947,164   1,983,773   850,106   

４ 未成調査支出金  154,856   267,031   437,822   

５ その他たな卸資産  19,179   18,583   16,374   

６ 繰延税金資産  69,116   83,947   52,481   

７ その他  6,902   10,191   28,865   

８ 貸倒引当金  △3,310   △5,210   △2,080   

流動資産合計   2,807,537 61.3  3,242,696 64.7  2,108,539 54.9 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※1.2          

(1) 建物  495,431   465,523   476,928   

(2) 工具器具及び備
品  211,005   214,133   204,021   

(3) 土地  576,301   624,751   576,301   

(4) その他  101,505   80,140   89,898   

計  1,384,243   1,384,548   1,347,149   

２ 無形固定資産  21,276   18,793   19,256   

３ 投資その他の資産           

(1) 投資その他の資
産  151,024   161,120   145,837   

(2) 繰延税金資産  231,526   231,191   238,060   

(3）貸倒引当金  △15,875   △25,353   △16,242   

計  366,675   366,957   367,655   

固定資産合計   1,772,195 38.7  1,770,300 35.3  1,734,061 45.1 

資産合計   4,579,733 100.0  5,012,996 100.0  3,842,600 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 

（平成17年３月31日） 
当中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 調査等未払金  335,212   282,320   217,701   

２ 短期借入金 ※２ 200,000   200,000   －   

３ 未払法人税等  200,816   360,888   28,445   

４ 未成調査等受入金  60,759   148,538   35,893   

５ 賞与引当金  111,695   120,583   100,007   

６ 役員賞与引当金  －   15,250   －   

７ その他 ※３ 192,068   217,785   160,559   

流動負債合計   1,100,553 24.0  1,345,366 26.8  542,607 14.1 

Ⅱ 固定負債           

 １ 長期未払金  162,309   140,643   162,174   

２ 退職給付引当金  423,475   406,321   418,299   

固定負債合計   585,785 12.8  546,965 10.9  580,474 15.1 

負債合計   1,686,338 36.8  1,892,331 37.7  1,123,081 29.2 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   396,200 8.7  396,200 7.9  396,200 10.3 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  350,105   350,105   350,105   

資本剰余金合計   350,105 7.6  350,105 7.0  350,105 9.1 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金  37,893   37,893   37,893   

２ 任意積立金  1,803,000   1,873,000   1,803,000   

３ 中間（当期）未処
分利益  323,605   481,417   150,627   

利益剰余金合計   2,164,498 47.3  2,392,310 47.7  1,991,520 51.8 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   2,319 0.0  1,777 0.0  1,420 0.0 

Ⅴ 自己株式   △19,728 △0.4  △19,728 △0.3  △19,728 △0.5 

資本合計   2,893,394 63.2  3,120,664 62.3  2,719,518 70.8 

負債・資本合計   4,579,733 100.0  5,012,996 100.0  3,842,600 100.0 

           



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   3,046,933 100.0  3,389,353 100.0  4,592,977 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,903,348 62.5  1,938,905 57.2  3,070,300 66.8 

売上総利益   1,143,585 37.5  1,450,447 42.8  1,522,676 33.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   638,264 20.9  683,440 20.2  1,265,522 27.6 

営業利益   505,320 16.6  767,007 22.6  257,154 5.6 

Ⅳ 営業外収益           

受取利息  16   16   21   

その他  1,949   1,784   4,277   

営業外収益計   1,966 0.1  1,801 0.1  4,299 0.1 

Ⅴ 営業外費用           

支払利息  486   281   605   

営業外費用計   486 0.0  281 0.0  605 0.0 

経常利益   506,800 16.7  768,527 22.7  260,848 5.7 

Ⅵ 特別利益   881 0.0  1,981 0.0  5,190 0.1 

Ⅶ 特別損失   15,171 0.5  477 0.0  24,344 0.5 

税引前中間（当
期）純利益   492,509 16.2  770,030 22.7  241,695 5.3 

法人税、住民税及
び事業税  191,270   351,036   83,265   

法人税等調整額  7,066 198,337 6.5 △24,839 326,197 9.6 17,779 101,045 2.2 

中間（当期）純利
益   294,171 9.7  443,833 13.1  140,650 3.1 

前期繰越利益   29,433   37,583   29,433  

中間配当額   －   －   19,456  

中間（当期）未処
分利益   323,605   481,417   150,627  

           



③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前中間(当期)純利益  492,509 770,030 241,695 

減価償却費  69,631 65,379 146,442 

貸倒引当金の増加額（△減少額）  453 12,240 △409 

賞与引当金の増加額（△減少額）  △19,926 20,576 △31,615 

役員賞与引当金の増加額  － 15,250 － 

長期未払金の増加額（△減少額）  31,710 △21,530 31,575 

退職給付引当金の減少額  △10,220 △11,977 △15,396 

役員退職慰労引当金減少額  △58,708 － △58,708 

受取利息及び受取配当金  △165 △212 △545 

支払利息  486 281 605 

役員賞与の支払額  △23,200 △23,588 △23,200 

有形固定資産除却損  2,028 147 2,676 

投資有価証券売却益  △881 △1,981 △4,923 

公正取引委員会課徴金  － － 2,300 

売上債権の増加額  △1,288,825 △1,161,498 △212,836 

未成調査等受入金の増加額（△減少額）  △1,566 112,644 △26,432 

未成調査支出金の減少額（△増加額）  273,812 170,790 △9,152 

仕入債務の増加額  186,021 64,619 68,510 

その他資産の減少額（△増加額）  2,436 13,398 △22,522 

その他負債の増加額（△減少額）  14,888 57,116 △10,981 

小計  △329,514 81,686 77,082 

利息及び配当金の受取額  165 212 545 

利息の支払額  △486 △281 △605 

法人税等の支払額  △40,394 △27,572 △108,382 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △370,229 54,044 △31,359 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △133,331 △91,532 △175,477 

投資有価証券の取得による支出  － △17,077 △18,546 

投資有価証券の売却による収入  1,761 6,932 31,581 

無形固定資産の取得による支出  △3,172 △1,472 △3,172 

貸付けの返済による収入  － 81 153 

貸付けによる支出  － － △500 

その他  10,260 △82 12,314 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △124,483 △103,151 △153,647 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入れによる収入  250,000 250,000 250,000 

短期借入金の返済による支出  △50,000 △50,000 △250,000 

配当金の支払額  △19,430 △19,315 △38,863 

財務活動によるキャッシュ・フロー  180,569 180,684 △38,863 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  △314,143 131,578 △223,870 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  885,004 661,133 885,004 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残
高 

 570,861 792,711 661,133 

     



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価（市場価格）のあるも

の 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価（市場価格）のあるも

の 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価（市場価格）のあるも

の 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定）を

採用しております。 

       同左 決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用

しております。 

 時価（市場価格）のないも

の 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

時価（市場価格）のないも

の 

       同左 

時価（市場価格）のないも

の 

       同左 

 (2）たな卸資産 

未成調査支出金 

個別法による原価法を採用

しております。 

(2）たな卸資産 

未成調査支出金 

    同左 

(2）たな卸資産 

未成調査支出金 

    同左 

 貯蔵品 

最終仕入原価法を採用して

おります。 

貯蔵品 

同左 

貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法（ただし、建物（建物

附属設備を除く）については定

額法）を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

  建物       ２～52年 

 機械装置     ５～９年 

 工具器具及び備品 ２～20年 

  

 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

       同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

       同左 

(1）貸倒引当金 

       同左 

 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額に基づき計上

しております。 

(2）賞与引当金 

       同左 

(2）賞与引当金 

      同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 (3）─────── 

  

(3）役員賞与引当金 

  役員に対する賞与の支給に備え

るため、役員賞与支給見込額のう

ち当中間会計期間に負担すべき額

を計上しております。 

（会計処理方法の変更） 

  当中間会計期間より、「役員賞

与に関する会計基準」 （企業会計

基準委員会 企業会計基準第４号 

平成17年11月29日）を適用してお

ります。これにより、従来、株主

総会決議時に未処分利益の減少と

して会計処理していた役員賞与を

当中間会計期間から発生時に費用

処理しております。 

  この結果、従来の方法に比べ、

販売費及び一般管理費が15,250千

円増加し、営業利益、経常利益、

税引前中間純利益がそれぞれ同額

減少しております。 

(3）─────── 

  

 (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務の見込額に基づき、当中間

会計期間末に発生していると認め

られる額を計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異  

（87,551千円）については、５年

による按分額を費用処理しており

ます。 

 数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）による定

額法により翌期から費用処理する

こととしております。 

 過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５年）による定額法

により費用処理することとしてお

ります。 

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末のおける退職給

付債務の見込額に基づき、当中間

会計期間末に発生していると認め

られる額を計上しております。 

  数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）による定

額法により翌期から費用処理する

こととしております。 

  過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５年）による定額法

により費用処理することとしてお

ります。 

  

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務の見込額に基づき計上して

おります。 

 なお、会計基準変更時差異 

（87,551千円）については、５年

による按分額を費用処理しており

ます。 

 数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理することとしてお

ります。 

 過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５年）による定額法

により費用処理することとしてお

ります。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

  (5）役員退職慰労引当金 

 ─────── 

 

 

 

（追加情報） 

 従来、役員の退職慰労金の支出

に備えて、役員退職慰労金規定に

基づく期末要支給額を計上してお

りましたが、平成16年12月16日の

定時株主総会において、役員退職

慰労金制度の廃止を決定したこと

に伴い、今期より計上しておりま

せん。 

 この役員退職慰労金制度の廃止

に伴い、当社の前事業年度末役員

退職慰労引当金残高58,708千円の

うち、当中間会計期間中に1,471千

円の目的取崩を実施し、残額

57,237千円については、固定負債

の「長期未払金」に振替えており

ます。 

(5）役員退職慰労引当金 

 ─────── 

 

 

 

    ───────── 

(5）役員退職慰労引当金 

─────── 

  

  

  

（追加情報） 

 従来、役員の退職慰労金の支出

に備えて、役員退職慰労金規定に

基づく期末要支給額を計上してお

りましたが、平成16年８月27日開

催の取締役会により、平成16年９

月30日をもって役員退職慰労金制

度を廃止することを決議し、平成

16年12月16日の定時株主総会にお

いて、退職慰労金制度廃止に伴う

慰労金贈呈の件が承認可決したこ

とに伴い、当事業年度より計上し

ておりません。 

 この役員退職慰労金制度の廃止

に伴い、当社の前事業年度末役員

退職慰労引当金残高58,708千円の

うち、当事業年度に1,471千円の目

的取崩を実施し、残額57,237千円

については、固定負債の「長期未

払金」に振替えております。 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

       同左        同左 

 ５．中間キャッシュ・フロ

ー計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資金

の範囲 

  中間キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許資金、随時引き出し

可能な預金・満期までの預入期間

が３ヶ月以内の定期預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負

わない短期投資からなっておりま

す。 

        同左   キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）

は、手許資金、随時引き出し可能

な預金・満期までの預入期間が３

ヶ月以内の定期預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わな

い短期投資からなっております。 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜き方式によっておりま

す。 

同左 同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

───── （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当中間会計期間より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」 （企業会計審議

会 平成14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」 （企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。なお、これによる損益

に与える影響はありません。 

───── 



   追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

  （外形標準課税） 

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成15年法律第９号）が平成15年３月31日に公

布され、平成16年４月１日以後に開始する事

業年度より外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当中間会計期間から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算書上の

表示についての実務上の取扱い」（平成16年

２月13日 企業会計基準委員会 実務対応報

告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及

び資本割については、販売費及び一般管理費

に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が7,253

千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前

中間純利益が、7,253千円減少しておりま

す。 

─────   （外形標準課税） 

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成15年法律第９号）が平成15年３月31日に公

布され、平成16年４月１日以後に開始する事

業年度より外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当会計期間から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示

についての実務上の取扱い」（平成16年２月

13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第

12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資

本割については、販売費及び一般管理費に計

上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が10,876

千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益が、10,876千円減少しておりま

す。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度末 
（平成17年９月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

 1,411,803千円  1,536,652千円  1,476,389千円 

※２．担保資産 ※２．担保資産 ※２．担保資産 

(1）担保差入資産 (1）担保差入資産 (1）担保差入資産 

建物 40,094千円 

土地 56,602 

計 96,697 

建物 38,691千円 

土地 56,602 

計 95,293 

建物 39,373千円 

土地 56,602 

計 95,975 

(2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務 

短期借入金 150,000千円 短期借入金 50,000千円 
 期末日現在、上記担保に対応する当座

貸越契約(借越限度額350,000千円)の実行

はありません。 

※３．消費税等の取扱い ※３．消費税等の取扱い ※３．   ────── 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債の「その他」に含めて

表示しております。 

同左  

 ４．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行３行と当座貸越契約を締

結しております。これら契約に基づく当

中間会計期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

 ４．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行４行と当座貸越契約を締

結しております。これら契約に基づく当

中間会計期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

 ４．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行３行と当座貸越契約を締

結しております。これら契約に基づく当

事業年度末の借入未実行残高は次のとお

りであります。 

当座貸越限度額の
総額 

1,100,000千円 

借入実行残高 200,000 

 差引額 900,000千円 

当座貸越限度額の
総額 

1,200,000千円 

借入実行残高 200,000 

 差引額 1,000,000千円 

当座貸越限度額の
総額 

1,100,000千円 

借入実行残高 － 

 差引額 1,100,000千円 



（中間損益計算書関係） 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１．減価償却実施額 １．減価償却実施額 １．減価償却実施額 

有形固定資産 66,582千円 

無形固定資産 2,051 

有形固定資産 62,933千円 

無形固定資産 1,935 

有形固定資産 140,836千円 

無形固定資産 4,071 

２．当社の営業利益は、官公庁への売上が上

期に集中することに加え、売上原価、販売

費及び一般管理費に占める固定費の割合が

高いことから、上期に比べ下期に大きく減

少しております。 

２．当社の営業利益は、官公庁への売上が上

期に集中することに加え、売上原価、販売

費及び一般管理費に占める固定費の割合が

高いことから、上期に比べ下期に大きく減

少しております。 

２．    ────── 

 売上高 営業利益 

前中間期 3,021,984千円 557,427千円 

前事業年度 
の下期 

1,561,693 △235,487 

当中間期 3,046,933 505,320 

 売上高 営業利益 

前中間期 3,046,933千円 505,320千円 

前事業年度 
の下期 

1,546,043 △248,165 

当中間期 3,389,353 767,007 

 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

貸借対照表に掲記されている科目との関係 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

貸借対照表に掲記されている科目との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照

表に掲記されている科目との関係 

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） （平成17年９月30日現在） 

現金及び預金勘定 590,861千円 

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 

△20,000 

現金及び現金同等物 570,861 

現金及び預金勘定 812,711千円 

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△20,000 

現金及び現金同等物 792,711 

現金及び預金勘定 681,133千円 

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 

△20,000 

現金及び現金同等物 661,133 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

有形固定資
産その他 

295,530 225,808 69,722 

 

取得価
額相当
額 
(千円)

減価償
却累計
額相当
額 
(千円)

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

有形固定資
産その他 

196,219 78,685 117,533 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

期末残
高相当
額 
(千円) 

有形固定資
産その他 

287,600 205,056 82,544 

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 40,045千円 

１年超 31,476 

合計 71,522 

１年内 35,139千円 

１年超 83,874 

合計 119,014 

１年内 29,425千円 

１年超 54,608 

合計 84,034 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

支払リース料 30,148千円 

減価償却費相当額 28,935 

支払利息相当額 697 

支払リース料 21,518千円 

減価償却費相当額 20,588 

支払利息相当額 903 

支払リース料 58,673千円 

減価償却費相当額 56,595 

支払利息相当額 1,342 

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

同左 同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。 

同左 同左 

６．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

６．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

 ６．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 949千円 

１年超 2,293 

 合計 3,243 

１年内 949千円 

１年超 1,344 

 合計 2,293 

１年内 949千円 

１年超 1,819 

 合計  2,768 

  （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。  

  



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価（市場価格）のあるもの 

２．時価（市場価格）のない主な有価証券の内容 

当中間会計期間末（平成18年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価（市場価格）のあるもの 

２．時価（市場価格）のない主な有価証券の内容 

前事業年度末（平成17年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価（市場価格）のあるもの 

２．時価（市場価格）のない主な有価証券の内容 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 

その他 

14,322 

2,060 

18,208 

2,071 

3,885 

11 

合計 16,382 20,280 3,897 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 4,400 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 21,185 24,173 2,987 

合計 21,185 24,173 2,987 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 4,400 

 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

株式 9,059 11,447 2,387 

合計 9,059 11,447 2,387 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 4,400 



（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日） 

     該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日） 

     該当事項はありません。 

    前事業年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

     該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

    該当事項はありません。 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１株当たり純資産額    743円57銭 801円98銭 692円83銭 

１株当たり中間（当期） 
純利益金額 

  75円60銭 114円06銭 30円08銭 

  なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額については、潜

在株式が存在しないため記載して

おりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額については、潜

在株式が存在しないため記載して

おりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額については、潜

在株式が存在しないため記載して

おりません。 

 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

中間（当期）純利益（千円） 294,171 443,833 140,650 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 23,588 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－）  （23,588）  

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 294,171 443,833 117,062 

期中平均株式数（株） 3,891,200 3,891,200 3,891,200 



(2）【その他】 

  平成18年５月15日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

（イ）中間配当による配当金の総額 ………………… 19,456千円 

（ロ）１株当たりの金額 ……………………………… ５円00銭 

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日 ……… 平成18年６月21日 

（注）平成18年３月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。 

  



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第39期）（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日）平成17年12月16日関東財務局長に提出 

  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年６月１７日

エ ヌ エ ス 環 境 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているエヌエス環境株式会

社の平成１６年１０月１日から平成１７年９月３０日までの第３９期事業年度の中間会計期（平成１６年１０月１日から平成１７年

３月３１日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中

間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、エヌエ

ス環境株式会社の平成１７年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１６年１０月１日から平成

１７年３月３１日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 布施木 孝 叔 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 吉 澤 祥 次 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年６月１６日

エ ヌ エ ス 環 境 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているエヌエス環境株式会

社の平成１７年１０月１日から平成１８年９月３０日までの第４０期事業年度の中間会計期間（平成１７年１０月１日から平成１８

年３月３１日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について

中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、エヌエ

ス環境株式会社の平成１８年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年１０月１日から平成

１８年３月３１日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 「中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 ３（３）役員賞与引当金（会計処理方法の変更）」に記載されているとおり、会社は

当中間会計期間より「役員賞与に関する会計基準」を適用して中間財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 布施木 孝 叔 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 吉 澤 祥 次 
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